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平
成
十
六
年
第
六
回
土
岐
市
議

会
定
例
会
が
、
十
一
月
二
十
五
日

か
ら
十
二
月
二
十
日
ま
で
二
十
六

日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

今
定
例
会
で
は
、
平
成
十
六
年
度

土
岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算
、
土

岐
市
収
入
役
事
務
兼
掌
条
例
、
土

岐
市
常
勤
の
特
別
職
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
改
正
な
ど
予
算
関

係
三
件
、
条
例
関
係
六
件
、
そ
の

他
三
件
の
市
長
提
出
議
案
に
つ
い

て
慎
重
な
審
議
の
結
果
、
全
て
の

議
案
を
原
案
の
と
お
り
可
決
。
ま

た
、
継
続
審
査
の
食
品
安
全
行
政

の
充
実
を
求
め
る
国
へ
の
意
見
書

提
出
に
つ
い
て
は
、
請
願
の
趣
旨

採
択
と
な
り
ま
し
た
。

め
の
「
平
成
十
六
年
度
土
岐
市
介

護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
に
つ

い
て
」
は
、
執
行
部
の
説
明
の
あ

と
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況

に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
前
年
度

と
比
べ
て
約
十
二
％
増
加
し
て
い

る
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
土
岐
市
の
収
入
役
廃
止
に
伴
う

「
土
岐
市
及
び
瑞
浪
市
休
日
急
病

診
療
所
組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い

て
」
は
、
執
行
部
か
ら
説
明
の
あ

と
、
瑞
浪
市
の
状
況
に
つ
い
て
の

質
疑
が
あ
り
、
執
行
部
か
ら
、
瑞

浪
市
は
土
岐
市
の
収
入
役
廃
止
に

関
す
る
条
例
の
動
向
を
見
て
十
二

月
議
会
に
追
加
提
案
さ
れ
る
旨
の

答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

以
上
付
託
さ
れ
ま
し
た
案
件
は

い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
全
会
一

致
で
可
決
し
ま
し
た
。

[

審
査
結
果]
▼
平
成
十
六
年
度
土

岐
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
一
号
）
《
全
会
一

致
・
原
案
可
決
》
　
▼
平
成
十
六

年
度
土
岐
市
介
護
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算(

第
二
号)

《
全
会
一

致
・
原
案
可
決
》
　
▼
土
岐
市
及

び
瑞
浪
市
休
日
急
病
診
療
所
組
合

規
約
の
変
更
《
全
会
一
致
・
原
案

可
決
》

建
設
経
済
常
任
委
員
会
に
審
査

を
付
託
さ
れ
ま
し
た
案
件
の
主
な

審
査
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
「
平
成
十
六
年
度
土
岐
市
一
般

会
計
補
正
予
算
中
歳
出
の
部
所
管

部
分
に
つ
い
て
」
は
、
地
場
産
品

等
販
路
開
拓
支
援
関
連
事
業
に
二

百
五
十
万
円
を
補
助
す
る
も
の
で
、

執
行
部
か
ら
説
明
の
あ
と
、
新
た

な
販
路
開
拓
に
つ
い
て
質
疑
が
あ

り
、
ガ
ラ
ス
食
器
等
の
異
種
業
者

と
の
展
示
や
デ
パ
ー
ト
等
へ
の
販

売
ル
ー
ト
の
拡
大
で
あ
る
旨
の
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
小
口
融
資
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
」

は
、
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
「
老
年
者
控
除
額
」
を
削
る
も

の
で
、
執
行
部
か
ら
説
明
の
あ
と
、

そ
の
影
響
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、

影
響
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
旨
の

答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
東
濃
農
業
共
済
事
務
組
合
規

約
の
変
更
に
つ
い
て
」
は
、
六
カ

町
村
が
中
津
川
市
に
編
入
合
併
す

る
こ
と
に
伴
い
、
組
合
議
会
議
員

の
定
数
等
を
変
更
す
る
も
の
で
、

執
行
部
の
説
明
の
あ
と
、
定
数
の

根
拠
に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
諸

般
の
事
情
を
考
慮
し
て
正
副
管
理

者
会
議
で
決
定
し
た
旨
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。

▼
九
月
議
会
に
お
い
て
継
続
審
査

と
な
っ
て
い
た
十
六
請
願
第
二
号

「
食
品
安
全
行
政
の
充
実
を
求
め

る
国
へ
の
意
見
書
提
出
に
つ
い
て

の
請
願
書
に
つ
い
て
」
は
、
こ
の

請
願
項
目
に
は
、
国
の
法
令
ま
で

も
改
正
等
を
求
め
る
部
分
が
あ
る

こ
と
や
規
制
を
行
っ
た
り
奨
励
制

度
を
作
っ
た
り
す
る
こ
と
を
求
め

る
部
分
が
あ
り
、
賛
同
す
る
に
は

抵
抗
が
あ
る
が
、
食
べ
物
を
安

心
・
安
全
・
安
定
的
に
供
給
さ
れ

る
食
品
安
全
行
政
の
充
実
を
求
め

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
賛
成
で
あ

る
の
で
全
会
一
致
で
趣
旨
採
択
と

な
り
ま
し
た
。

[

審
査
結
果]

▼
平
成
十
六
年
度
土

岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
四

号
）中
歳
出
の
部
所
管
部
分《
全
会

一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼
土
岐
市

小
口
融
資
条
例
の
一
部
改
正
《
全

会
一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼
東
濃

農
業
共
済
事
務
組
合
規
約
の
変
更

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》
　
▼

食
品
安
全
行
政
の
充
実
を
求
め
る

文
教
厚
生
常
任
委
員
会
に
審
査

を
付
託
さ
れ
ま
し
た
案
件
の
主
な

審
査
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
「
平
成
十
六
年
度
土
岐
市
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
に

つ
い
て
」
は
、
退
職
被
保
険
者
に

か
か
る
療
養
給
付
費
、
高
額
療
養

費
の
ほ
か
、
介
護
納
付
金
な
ど
合

計
一
億
七
千
四
百
十
四
万
円
の
補

正
内
容
に
つ
い
て
執
行
部
の
説
明

が
あ
り
、
高
額
療
養
費
受
給
者
数

に
つ
い
て
の
質
疑
に
対
し
、
一
カ

月
平
均
七
十
八
人
、
一
件
当
た
り

の
平
均
は
八
万
三
千
三
百
八
十
八

円
で
あ
る
旨
の
答
弁
が
あ
り
、
退

職
被
保
険
者
の
七
十
歳
以
上
の
前

期
高
齢
者
の
人
数
に
つ
い
て
の
質

疑
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
度

が
月
平
均
七
十
二
人
、
十
五
年
度

が
三
百
十
八
人
、
本
年
度
は
十
月

末
現
在
で
月
平
均
四
百
二
十
三
人

で
あ
る
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
平
成
十
五
年
度
決
算
に
伴
う
繰

越
金
約
八
百
八
十
九
万
円
を
介
護

給
付
費
準
備
基
金
に
積
立
て
る
た

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

東
京
テ
ー
ブ
ル
ウ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド

シ
ョ
ウ
２
０
０
５
出
展

補
助
金
な
ど
審
査

建
設
経
済
常
任
委
員
会

国
保
は
一
億
七
千
四
百
万
円

特
別
会
計
補
正

予
算
な
ど
審
査

▲駄知分団中核拠点施設
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国
へ
の
意
見
書
提
出
に
つ
い
て
の

請
願
書《
全
会
一
致
・
趣
旨
採
択
》

企
画
総
務
常
任
委
員
会
に
審
査

を
付
託
さ
れ
ま
し
た
案
件
の
主
な

審
査
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
「
平
成
十
六
年
度
土
岐
市
一
般

会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て
」
は
、

二
百
五
十
万
円
を
追
加
し
て
歳
入

歳
出
総
額
を
二
百
十
三
億
二
千
三

百
三
十
万
八
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。
歳
入
で
は
、
地
方
特
例
交
付

金
、
地
方
交
付
税
の
確
定
分
、
基

金
繰
入
金
の
減
額
等
で
補
正
措
置
、

な
お
、
永
久
橋
架
替
事
業
は
用
地

取
得
が
一
部
困
難
と
な
り
、
平
成

十
七
年
度
の
完
成
を
す
る
よ
う
手

続
が
取
ら
れ
ま
し
た
。

▼
次
に
「
土
岐
市
収
入
役
事
務
兼

掌
条
例
に
つ
い
て
」
は
、
人
口
十

万
人
未
満
の
市
町
村
に
は
収
入
役

を
置
か
ず
助
役
を
も
っ
て
そ
の
事

務
を
兼
掌
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
か
ら
条
例
制
定
す
る
も
の
。

執
行
部
の
説
明
に
対
し
て
、
執
行

権
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
も
つ
収
入

役
を
助
役
兼
務
で
よ
い
の
か
、
県

内
各
市
の
状
況
に
つ
い
て
質
疑
が

あ
り
、
執
行
部
か
ら
厳
し
い
財
政

状
況
下
に
あ
り
、
チ
ェ
ッ
ク
は
監

査
委
員
で
対
応
で
き
る
。
県
内
で

は
本
市
が
先
行
事
例
で
あ
る
旨
の

答
弁
が
あ
り
、
反
対
討
論
の
あ
と

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
可
決

し
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
職
員
の
公
益
法
人
等

へ
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
」
は
、
調
整
手
当
の
廃
止
及
び

職
員
の
勤
務
時
間
の
改
定
に
伴
い

関
係
条
例
を
改
正
す
る
も
の
。
調

整
手
当
廃
止
の
削
減
額
の
質
疑
に

対
し
て
、
平
均
給
与
額
で
月
額
一

万
四
百
九
十
三
円
、
平
均
減
収
は

年
額
十
六
万
十
九
円
、
全
合
計
で

一
億
四
千
七
百
四
十
万
円
と
の
答

弁
、
ま
た
、
労
働
時
間
の
延
長
は

時
代
の
逆
行
で
あ
る
。
職
員
組
合

の
協
議
は
と
の
質
疑
が
あ
り
、
県

内
二
十
市
の
調
査
で
既
に
週
四
十

時
間
の
方
向
に
進
ん
で
い
る
。
職

員
組
合
の
了
解
を
得
て
い
る
と
の

答
弁
が
あ
り
、
討
論
の
あ
と
採
決

の
結
果
、
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま

し
た
。

▼
「
土
岐
市
常
勤
の
特
別
職
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
」
は
、

市
長
、
助
役
の
給
料
月
額
を
そ
れ

ぞ
れ
「
九
十
二
万
六
千
円
か
ら
八

十
七
万
円
」
に
、「
七
十
六
万
七
千

円
か
ら
七
十
二
万
五
千
円
」
に
減

額
す
る
も
の
。
減
額
の
根
拠
、
審

議
会
の
審
議
内
容
は
と
の
質
疑
に

対
し
て
、
執
行
部
か
ら
厳
し
い
財

政
状
況
に
あ
り
給
料
カ
ッ
ト
は
や

む
を
得
な
い
、
根
拠
は
他
市
状
況

か
ら
判
断
し
た
と
の
答
弁
が
あ
り

ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て
」
は
、
納

期
前
の
納
付
に
係
る
報
奨
金
の
交

付
率
等
の
見
直
し
と
入
湯
税
の
不

均
一
課
税
を
行
う
も
の
。
入
湯
税

で
宿
泊
を
伴
わ
な
い
も
の
と
は
曽

木
温
泉
、
土
岐
口
温
泉
を
念
頭
に

お
い
た
も
の
か
、
と
の
質
疑
が
あ

り
、
執
行
部
か
ら
念
頭
に
お
い
た

も
の
で
、
日
帰
り
入
浴
客
は
百
円
、

三
年
間
に
限
り
五
十
円
と
す
る
旨

の
答
弁
が
あ
り
、
前
納
報
奨
金
は

全
体
で
何
％
か
、
そ
の
額
は
と
の

質
疑
に
は
、
市
県
民
税
の
普
通
徴

収
は
金
額
で
〇
・
四
一
％
、
固
定

資
産
税
〇
・
八
九
％
、
ま
た
十
六

年
度
報
奨
金
の
実
績
は
三
千
二
百

万
円
、
そ
の
半
分
で
一
千
六
百
万

円
で
あ
る
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し

た
。

▼
「
土
岐
市
消
防
団
中
核
拠
点
施

設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て
」
は
、
駄
知
分
団
の
中
核
拠

点
施
設
の
設
置
に
伴
い
改
正
す
る

も
の
。
各
地
域
の
屯
所
は
今
後
ど

う
な
る
の
か
と
の
質
疑
で
は
、
執

行
部
か
ら
屯
所
そ
の
も
の
は
残
し

て
い
く
。
中
核
拠
点
施
設
は
順
次

整
備
を
進
め
て
い
く
旨
の
答
弁
が

あ
り
、
施
設
の
別
途
活
用
の
質
疑

で
は
、
自
治
会
に
無
償
貸
与
を
し

て
い
る
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

以
上
付
託
さ
れ
ま
し
た
案
件
は
い

ず
れ
も
全
会
一
致
若
し
く
は
賛
成

多
数
で
原
案
の
と
お
り
可
決
成
立

し
ま
し
た
。

[

審
査
結
果]

▼
平
成
十
六
年
度
土

岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算
歳
入
の

部
全
部
・
そ
の
他
所
管
部
分(

第

四
号)

《
全
会
一
致
・
原
案
可

決
》
　
▼
土
岐
市
収
入
役
事
務
兼

掌
条
例
《
賛
成
多
数
・
原
案
可

決
》
　
▼
土
岐
市
職
員
の
公
益
法

人
等
へ
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例

等
の
一
部
改
正
《
賛
成
多
数
・
原

案
可
決
》
▼
土
岐
市
常
勤
の
特
別

職
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
《
全
会
一
致
・
原
案
可

決
》
　
▼
土
岐
市
税
条
例
の
一
部

改
正
《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》

▼
土
岐
市
消
防
団
中
核
拠
点
施
設

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正
《
全
会
一
致
・
原
案

可
決
》

平
成
十
六
年
第
四
回
定
例
会
に

お
い
て
、
閉
会
中
の
審
査
を
付
託

さ
れ
ま
し
た
案
件
は
、
平
成
十
五

年
度
の
病
院
・
水
道
事
業
会
計
決

算
認
定
の
二
件
で
す
。

▼
病
院
事
業
会
計
決
算
で
は
、
赤

字
解
消
、
医
師
等
の
手
当
て
の
見

直
し
、
病
診
連
携
、
給
与
費
、
研

修
医
、
未
収
金
対
策
、
長
期
貸
付

金(

修
学
資
金)

、
収
益
の
減
等
に

つ
い
て
質
疑
が
な
さ
れ
、
慎
重
に

審
査
を
し
た
結
果
、
全
会
一
致
に

よ
り
、
原
案
の
と
お
り
認
定
す
る

こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

▼
水
道
事
業
会
計
決
算
で
は
、
給

水
メ
ー
タ
ー
、
外
部
委
託
、
有
収

率
（
九
一
・
九
％
）、
可
茂
用
水

と
東
濃
用
水
と
の
接
続
等
に
つ
い

て
質
疑
が
な
さ
れ
、
慎
重
に
審
査

を
し
た
結
果
、
全
会
一
致
に
よ
り
、

原
案
の
と
お
り
認
定
す
る
こ
と
に

決
し
ま
し
た
。

[

審
査
結
果]

▼
平
成
十
五
年
度
土

岐
市
病
院
事
業
会
計
決
算
の
認
定

《
全
会
一
致
・
原
案
認
定
》
　
▼

平
成
十
五
年
度
土
岐
市
水
道
事
業

会
計
決
算
の
認
定
《
全
会
一
致
・

原
案
認
定
》

市
長
、
助
役
給
料
減
額

職
員
調
整
手
当
廃
止

条
例
一
部
改
正
な
ど
審
査

企
画
総
務
常
任
委
員
会

平
成
十
五
年
度
病
院
・
水
道

事
業
会
計
決
算
の
認
定

決
算
特
別
委
員
会


